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みどりの食料システム戦略について



◼ 日本の年平均気温偏差の経年変化

年平均気温は長期的に上昇しており、特に1990年以降、高温となる年が頻出

地球温暖化による気候変動・大規模自然災害の増加

○ 日本の年平均気温は、100年あたり1.28℃の割合で上昇。2020年の日本の年平均気温は、
統計を開始した1898年以降最も高い値。(2021年は過去３番目に高い値)

○ 農林水産業は気候変動の影響を受けやすく高温による品質低下などが既に発生。

○ 降雨量の増加等により、災害の激甚化の傾向。農林水産分野でも被害が発生。

( ) ( )

・水稲：高温による品質の低下 ・リンゴ：成熟期の着色不良･着色遅延

◼ 農業分野への気候変動の影響

年平均気温偏差

5年移動平均値

長期変化傾向

◼ １時間降水量50mm以上の年間発生回数

◼ 農業分野の被害

2012年～2021年の10年間の平均年間発生回数は約327回
1976年～1985年と比較し、約1.4倍に増加
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単位：億t-CO2 換算（2007-16年平均）
出典：IPCC土地関係特別報告書（2019年）

◼ 世界の農林業由来のGHG排出量

○ 世界のGHG排出量は、520億トン（CO2換算）。このうち、農業･林業･その他土地利用（AFOLU）

の排出は世界の排出全体の23%。（2007-16年平均）

○ 日本の排出量は11.50億トン。農林水産分野は5,084万トン、全排出量の4.4%。（2020年度）

＊エネルギー起源のCO2排出量は世界比約3.2％(第5位、2021年(出展:EDMC/エネルギー経済統計要覧))

○ 農業分野からの排出について、水田、家畜の消化管内発酵、家畜排せつ物管理等によるメタンの排出

や、農用地の土壌や家畜排せつ物管理等によるN2Oの排出がIPCCにより定められている。

○ 日本の吸収量は4,450万トン。このうち森林4,050万トン、農地・牧草地270万トン。（2020年度）

世界全体と日本の農林水産分野の温室効果ガス（GHG）の排出

農業・林業・その他土地利用
(AFOLU)

約120億t-CO2/年
（23%） 農林水産分野の排出量

5,084万t-CO2（4.4%）
（2020年度）

農業
(Agriculture)

62億t
(11.9%)

人類の活動に由来するCO2排出量
約520億t-CO2 /年
（2007-16年平均）

林業とその他
土地利用(FOLU)

58億t
(11.1%)

単位：万t-CO2換算

＊温室効果は、CO2に比べメタンで25倍、N2Oでは298倍。
出典：国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果
ガス排出量データ」を基に農林水産省作成

5,084万t-CO2

（2020年度）

CO2

(37.3%)

CH4

(43.5%)

N2O
(19.2%)

総排出量
11億5,000万t-CO2

（2020年度）

◼ 日本の農林水産分野のGHG排出量

燃料燃焼
1,855

石灰･尿素
施用
43

家畜の消化管
内発酵

763

家畜排せつ
物管理

239

稲作
1,200

家畜排せつ
物管理

384

農用地の土壌
581
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食料生産を支える肥料原料の状況

Ẇ

■ 食料生産を支える肥料原料の自給率
化学原料の大半は輸入に依存

出典：財務省貿易統計等を基に作成（2020年7月～2021年6月）
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○地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）

:Stockholm Resilience Centre (illustrated by Johan ᴁᴣᴓᴝᴧᴨᴦỎᴡand 
Pavan Sukhdev, 2016) ᶊ ᵫּנ

Natural Capital

¹ ᷉ᴻḳᶍ ᶇᶉᶪ ᶱ סּ ᶉ

ᶡᶍᶇᵶᶉᵰᶫᶏ ᶍ᷉ᴻḳᶍ ᶎ ᶠᶉᵣᴳ
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Social Capital  
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○SDGsウェディングケーキ
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「ファームto フォーク」（農場から食卓まで）戦略

ỐỠ

持続可能な食料システムへの包

括的なアプローチ

EUフードシステムをグローバル･スタン

ダードとする

Å ( Ḳ2030 年)

· 50 ％削減

· 50 ％削減

· 20 ％削減

· 50 ％削減

· 25 ％に到達

ṕ Ṗ

米国（農務省）「農業イノベーションアジェンダ」

2050 農業生産量の40 ％増加 環境

フットプリント50% 削減 同時達成

技術開発を主軸

·2030 年まで 50 ％削減

·2050 年まで

純減

·2050 年まで 30% 削減

主要国の環境政策

○ EU、米国では具体的な数値目標を含む食料・農林水産業と持続可能性に関わる戦略を策定。

バイデン米国大統領会見ṕ2021 1 27 Ṗ

農業 世界で初めてネット・ゼロ・エミッションを達成

·パリ協定

·化石燃料補助金の廃止

·気候スマート農法

国内外における気候危機対処のための大統領令〈ファクトシート〉

(2020 5 )

ṕ2020 Ễ ṕ ṖṖ
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ṕ2021 .5Ṗ

ṕ Ṗ

国連食料システムサミット（2021 .9 ）

Ẇ

Ẇ

Ẇ SDGs ӵ 10 Ӷ
食料システムの改革

○ 150 か国以上の首脳・閣僚等が参加
ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

COP26 ※（2021 .10~11 ）
ẑ 26

ṕ Ṗ

Ẇ 11/6 みどりの食料
システム戦略

Ẇ

総力を挙げ
て取り組んでいく決意

COP26

持続可能な食料システムの確立に向けた国際的機運の高まり

Ẇ 生産性
の向上と持続可能性の両立
みどりの食料システム戦略

○ 米国・EUが主導 2030 年までに
2020 年比で30% 削減 「グローバル・メタン
・プレッジ」 119
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現状と今後の課題

みどりの食料システム戦略（概要）
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、
中長期的な観点から、調達、生産、加工 流通、消費の各段階の取組と
カーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進

目指す姿と取組方向

2040 ṕ Ṗ
2050

ṕ Ṗ
ẑ Ḳ2030

2040

ẑ 

持続的な産業基盤の構築
ṕ Ṗ

期待される効果

農林水産業や地域の将来も
見据えた持続可能な

食料システムの構築が急務

経済 社会 環境

アジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデルとして打ち出し、国際ルールメーキングに参画（国連食料システムサミット（2021 年9月）など）

➢ CO2ゼロエミッション化
➢

化学農薬の使用量（リスク換算）50 ％低減
➢ 輸入原料や化石燃料を原料 化学肥料の使用量を30 ％低減
➢ 有機農業の取組面積の割合を25 ％(100 万ha) に拡大
➢ 2030 食品製造業の労働生産性を最低３割向上
➢ 2030 持続可能性に配慮

輸入原材料調達の実現を目指す
➢ エリートツリー 9割以上に拡大
➢ ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100%

Ẇ

Ẇ

Ẇ

ẆSDGs

Ẇ

Farm to Fork戦略 (20.5) 
2030

50%
25%

「農業イノベーションアジェンダ」
(20.2)
2050
40Ṿ

国民の豊かな食生活
地域の雇用・所得増大

Ṅ

将来にわたり安心して
暮らせる地球環境の継承

2050

2030年

取

組
・
技

術

2020年 2040年 2050年

・
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「みどりの食料システム戦略」KPI と目標設定状況

KPI 2030 2050

温
室
効
果
ガ
ス
削
減

CO₂ゼロエミッション
(燃料燃焼によるCO2排出量) 1,484 t-CO2ṕ10.6Ṿ Ṗ Ể t -CO2(100% )

農林業機械・漁船の電化

既に実用化されている化石燃料使用量削減に資する
電動草刈機、自動操舵システムの普及率：50%

２
０
４
０
年

技
術
確
立

TRL
TRL 6Ḳ
TRL 7Ḳ

園芸施設 Ḳ50Ṿ

再エネ

2050 2050

農
業

化学農薬 ṕ Ṗ 10Ṿ 11,665( )ṕ50Ṿ Ṗ

化学肥料 72万トン(20％低減) 63 ṕ30Ṿ Ṗ

有機農業 6.3 ha 100 haṕ25ṾṖ

食
品
産
業

事業系食品ロス 2000 273 ṕ50Ṿ Ṗ

食品製造業 労働生産性 6,694 / ṕ30Ṿ Ṗ

飲食料品卸売業 経費 Ḳ10Ṿ

輸入原材料調達
100Ṿ

林
野

エリートツリー

高層木造の技術

Ḳ30Ṿ 90Ṿ

水
産

漁獲量 2010 ṕ444 Ṗ 444

⑭
養殖

養魚飼料

13% 100Ṿ

64Ṿ 100Ṿ

「みどりの食料システム戦略」KPI2030年目標の設定

〇 みどりの食料システム戦略に掲げる2050年の目指す姿の実現に向けて、中間目標として、新たにKPI2030年
目標を決定。（令和４年６月21日みどりの食料システム戦略本部決定）

11



Ȇǰȑǵ ȵȷɄɞ Е̱ Ǳ֝
ɵ ǵ Ҙׄʣǯ ǵʰר șȢɌɗɶȵɥɱǮὕ

➢

➢

➢

➢ ṕ Ṗ

ể.

（１）持続可能な資材やエネルギーの調達

（２）地域・未利用資源の一層の活用に向けた取組

～期待される取組・技術～

（１）高い生産性と両立する持続的生産体系への転換
（２）機械の電化・水素化等、資材のグリーン化
（３）地球にやさしいスーパー品種等の開発・普及
（４）農地・森林・海洋への炭素の長期・大量貯蔵
（５）労働安全性・労働生産性の向上と生産者のすそ野の拡大
（６）水産資源の適切な管理

～期待される取組・技術～

➢ ṕRFIDṖ

➢

➢

3.

～期待される取組・技術～

（３）長期保存、長期輸送に対応した包装資材の開発

➢

4.

（１）食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大
（２）消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進
（３）栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進
（４）建築の木造化、暮らしの木質化の推進
（５）持続可能な水産物の消費拡大

～期待される取組・技術～

➢

✓ 雇用の増大
✓ 地域所得の向上
✓ 豊かな食生活の実現

➢

➢

➢

➢ COŇ ṕ Ṗ

➢

（４）脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化

（１）持続可能な輸入食料・輸入原材料への切替えや
環境活動の促進

（２）データ・AI の活用等による加工・流通の合理化・適正化

（３）資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・技術開発

Ễ.

➢

・持続可能な農山漁村の創造
・サプライチェーン全体を貫く基盤技術の
確立と連携（人材育成、未来技術投資）
・森林・木材のフル活用によるCO2吸収と
固定の最大化
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第３章 内外の環境変化への対応
１．国際環境の変化への対応
（４）食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長の推進
みどり戦略の実現に向け、2030年目標やみどりの食料システム法に基づき、新技術の開発、有機農業の推進、環境負荷低減の見え

る化等を進める。

○ 経済財政運営と改革の基本方針2022（令和４年６月７日閣議決定）（抄）

Ⅴ．経済社会の多極集中化
１．デジタル田園都市国家構想の推進
（２）デジタル田園都市国家を支える農林水産業、観光産業、教育の推進
①食料安全保障の確立に向けた、みどりの食料システム戦略など農林水産業の振興
ⅰ）みどりの食料システム戦略の実施
化学農薬・肥料の利用の低減や有機農業を推進し、生産段階における環境負荷低減の効果が消費者に的確に評価されるよう見える化

を進める等、生産から消費に至る各段階の取組を推進する。

○ 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和４年６月７日閣議決定）（抄）

○ 新しい資本主義実行計画 工程表（抄）

「みどりの食料システム戦略」に関する政府方針（KPI2030年目標、みどりの食料システム法）

2022 2023 2024 2025 2027

今夏 年末

「みどりの食料システム戦略」の実施

2030年までに全市町村の1割以上
をオーガニックビレッジとする

2030年までに
①化学農薬使用量（リスク換算）
10％低減、
②化学肥料使用量20％低減、
③有機農業の取組面積2.4→6.3万ha

有機農産物の生産・流通・消費を一体的に行うモデル産地を
全国40産地以上で創出

全都道府県の主要品目の産地の栽培暦を見直し
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みどりの食料システム法について



新技術の提供等を行う事業者環境負荷低減に取り組む生産者

【支援措置】

機械・資材

メーカー支援サービス事業体、食品事業者等の取組に関する計画

必要な機械・施設等への投資促進税制機械・資材メーカー向けの日本公庫資金新規で措置

ṕ Ṗ

Å 資金繰り支援( ─ ─ (10 ќ12 ) )

Å行政手続のワンストップ化ẁ ( ⁸ ─ )

Å有機農業の栽培管理 ẁ

Å 資金繰り支援( ─ )

Å行政手続のワンストップ化( ⁸ ─ )

Å 品種開発 ( ─ ─ )

生産者やモデル地区の環境負荷低減を図る取組に関する計画

【支援措置】

連携 技術の開発・活用 ・ 円滑な食品流通の確保

β ≠ↄ╡⁸ ה ─ ⁸ ●☻─

理解の増進

環境負荷低減に資する調達・生産・流通・消費

制度の趣旨

国が講ずべき施策

ṕ Ṗ

みどりの食料システムに関する基本理念

関係者の役割の明確化

基本方針（国）

基本計画（都道府県・市町村）

みどりの食料システム法※のポイント

技術開発・普及

取組の見える化

みどりの食料システムの実現⇒ 農林漁業・食品産業の持続的発展、食料の安定供給の確保

ẁ

ẑ

ṕ Ệ 37 Ệ ỉ ể Ṗ
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①食料システムの関係者の理解の増進 ②技術の研究開発の促進 ③技術の普及の促進

④環境負荷の低減に資する

生産活動の促進

⑥環境負荷の低減に資する

農林水産物等の流通の合理化の促進

⑦環境負荷の低減に資する

農林水産物等の消費の促進 ⑧評価手法等の開発

➢ ➢ ➢

➢
➢

➢

➢

ṕ Ṗ

➢ ICT

国が講ずべき施策

⑤環境負荷の低減に資する

原材料の利用の促進

Ẇ
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Ṇ みどりの食料システム戦略 持続的な食料システムの構築
新たな交付金を創設 調達から生産、流通、消費までの各段階の取組とイノベーションを推進。

みどりの食料システム戦略関連予算の内容（令和３年度補正・令和４年度当初）

持続可能な農山漁村の整備
農業生産基盤の整備 農業水利施設の省エネ化

森林整備・治山対策の推進
拠点漁港における省エネ対策藻場・干潟の保全

みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業【35 億円】

-

- スマート農業技術ペレット堆肥 ṕR3 49 Ṗ

みどりの食料システム戦略推進総合対策【8億円】（R3 補正25 億円）

モデル的先進地区の創出（交付金）
- 土づくり、総合的病害虫管理、栽培暦の見直し等 グリーンな栽培

体系
- 有機農業の団地化 販路拡大
- 地域循環型エネルギーシステムの構築
- 施設園芸産地の育成

グリーンな栽培体系の普及、有機農業の推進（民間団体等）
-

農畜産業における持続可能性の確保

環境保全型農業直接支払交付金 27
強い農業づくり総合支援交付金126 農地利用効率化等支援交付金 21

- CO2

産地生産基盤パワーアップ事業ṕR3 310 Ṗ
ԃ

農業支援サービス事業育成対策ể
環境負荷軽減型持続的生産支援事業 70 畜産生産力・生産体制強化対策事業ị

- GHG

畜産環境対策総合支援事業ṕR3 18 Ṗ

-

革新的な技術・生産体系の研究開発の推進

「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出40
- Ṅ

ムーンショット型農林水産研究開発事業Ễ ṕR3 30 Ṗ
-

食品産業における持続可能性の確保

新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業Ễ
-

食品等流通持続化モデル総合対策事業Ễ
-

食品ロス削減・プラスチック資源循環の推進Ễ
フードバンク支援緊急対策事業ṕR3 Ễ Ṗ

持続可能な消費の拡大

フードサプライチェーンの環境調和推進事業8
-

ニッポンフードシフト総合推進事業ể
-

林業・水産業における持続可能性の確保

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策116
木材産業国際競争力・製品供給力強化緊急対策ṕR3 495 Ṗ

-
-

漁業構造改革総合対策事業、養殖業成長産業化推進事業23
-

-

水産業競争力強化緊急対策ṕR3 167 Ṗ
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みどりの食料システム戦略緊急対策事業

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略及びみどりの食料システム法 環境負荷低減と

持続的発展に向けた地域ぐるみのモデル地区を創出 有機農産物の販路拡大・新規需要開拓等を促進

＜政策目標＞
KPIṕ Ṗ ṙ 12 32 Ṛ

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．みどりの食料システム戦略緊急対策交付金 2,840 百万円

①グリーンな栽培体系への転換サポート

②有機農業産地づくり推進緊急対策事業

③有機転換推進事業

④SDGs対応型施設園芸確立

⑤バイオマス活用による持続可能なエネルギー導入・資材の調達対策

２．みどりの食料システム戦略環境構築推進事業 160 百万円
①有機農業推進総合対策緊急事業

②穀物グリーン化転換推進事業

③生分解性マルチ導入促進事業

＜事業の流れ＞

ṙ Ṛ ṕ03-6744 -7186Ṗ

ṕể Ṗ

ṕỄ Ṗ

1/2 1/2

1/2

（電気・熱・ガス）

バイオマス発電

省エネ型農業ハウス

脱炭素化

減農薬・減肥料
（AI ・ドローンによるピンポイント散布）

有機農業

堆肥の利用促進・土づくり

【みどりの食料システム戦略環境構築推進事業】
・有機農産物の販路拡大、新規需要開拓

・穀物生産のグリーン化に向けた技術体系の確立
・生分解性マルチの導入促進

栽培体系の転換

有機農業の拡大

農林漁業者

都道府県
市町村

流通・小売 大学・研究機関

農機・資材メーカー
サービス事業体

地銀

食品
事業者

シンクタンク
・コンサルタント

みどりの食料システム戦略
緊急対策交付金
モデル地区の創出

団地化・販路開拓

家畜排せつ物

未利用間伐材
等

耕畜連携

ẑ
ẑ

【令和４年度補正予算額 3,000 百万円】
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より持続性の高い農法への転換に向けて（栽培暦の見直し）

ŦƨƩ

ȢȯȬɀ

ŧƣƙ

ȢȯȬɀ

ŨƧƙ

ȢȯȬɀ

Ƿ ȅ Ǟ ǊǙƷǱǎȆƾ¡

ǡ ǚ ǈǿǙƷǾ ȅ ǊǙǲǱǎȆƾ¡

ǵ Ǌ ǻǽ ǝ ȅ
ǊǙǲǱǎȆƾ¡

‚ ǡ ǡ ǝǜȅ ǎǍ ּט ǡ ╗ ǝ

‚ ǡ ȅ ǎǍ  ǡ ╔ȢȚȡɎºɔǜƽ
ǽǞּט ȅ Ǌǒ

╛ ╩ ⇔⌂⅜╠⁸ ─ ╩

‚ Ƿ ȶȬȱ ȅ Ǌǒ
‚ סּ  ǝǜǡ

↕╣≡ ╙⌂™ ─ ╩

‚ ɘȘȪɜ ǞǻǾȏȍɔȢ
‚ ȅ Ǌǒ

(表紙)

Ẇ 栽培マニュアル、栽培暦、防除暦

Ƿ ǞǗƷǙ ŦstȢȯȬɀ ŧndȢȯȬɀǡɆȍɜȱǚ
ǊǗǗ ŨrdȢȯȬɀǚǢ  ȔȨɖșǚ סּ ǝ ƿǝƷƾ Ǌ
ǙǲǱǊǺƹ¡
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持続的な農業生産の技術体系（水稲）ṕ Ṗ
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化学農薬の使用量低減にも資する総合防除の推進（イメージ）

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）

✓

✓ 2020 31 2021 33

リンゴ黒星病

✓

✓ 2015

【予防】

ṕ Ṗ ṕ Ṗ

【判断・防除】

Ṩ Ệcm
ṕ ễ Ṗ
Ṩ

【予防】

【判断・防除】

Ṩ ṕ Ṗ

Ṩ

✓ 化学農薬のみに依存しない総合防除の推進が不可欠

Ẇ Ệ Ệ

ẑ HP

ẑ HP
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カタログの概要

QRコードはこちら！

●近年（直近10年程度）開発された
先端技術や既に現場で実装されて
いる技術等を作物別に167件収録。

●掲載作目は、
水稲、畑作、露地野菜、果樹、
施設園芸、花き、茶、畜産、養蚕

●それぞれの技術カタログには、
・技術の概要
・技術導入の効果
・みどりの食料システム戦略に
おける貢献分野
(温室効果ガス削減、農薬・肥料削減等)

・導入の留意点
・価格帯、改良・普及の状況
・技術のお問合せ先
等をまとめています。

(表紙)
(掲載事例：キュウリ)

【お問合せ先】
(技術カタログ全体について)  農林水産省大臣官房政策課技術政策室（TEL:03-6744-0415)
(カタログに掲載の個別技術について) カタログ内に掲載のお問合せ先までご連絡ください。

本技術カタログは、以下農水省HP 
に掲載しております。
ぜひご活用ください！

Ẇ
Ẇ

（農水省HP）https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/catalog.html

既存技術の普及の推進
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脱炭素の「見える化」の推進

バイオマス化

Ḳ Ḳ

農地に還元

バイオ炭製品の
開発・普及

評価

GHG

CO2

〇 大気中のCO2由来の炭素を分解されにくい炭として農地で隔離・貯留

J- クレジットを活用したバイオ炭による炭素貯留の拡大

Ẇ

・見える化の実証
( 10 ) ẑ

フードサプライチェーンの環境調和推進事業
ṕ 4 Ḳ246 Ṗ

ṕ Ṗ

・クレジット販売による副収入
・新たな担い手の参入
・地域の産業振興、雇用創出

・企業活動に伴うGHG削減
・カーボンニュートラル経営への貢献
・投資家へのアピール（新たな資金獲得）

・気候変動の緩和
・生物多様性の保全
・防災、減災

クレジット化

GHG

農薬 肥料 プラスチック資材

41

82

48

96

1

1

148

148

27

39

314

448

-273

-400.0 -200.0 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0

1

3

10aΚθϤ

燃料・電力 土壌 N2O 水田CH4* 残渣焼却 土壌への炭素貯留（マイナス分）

Д˔Ќ

kg-CO2e

令和２、３年度実施

出力イメージ（米）

508kg -CO2e

62%

24



Ẇ 2020 6
2030

Ẇ
ṕ Ṗ

あふの環2030プロジェクト ～食と農林水産業のサステナビリティを考える～

* ( ) ( ) ( )

メンバー
向けあふの環

勉強会

サステナウィーク

サステナアワード
伝えたい 日本の

“サステナブル”

サステナアワード サステナウィーク2022
Ḳ2022 ị 17 ṕ ṖṌ27 ṕ Ṗ

ḵṕ2022 8
162 Ṗ

QR
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あふの環2030プロジェクト 持続可能な生産消費 あふの環メンバーの活動事例

○伝わる売り場づくり
イオン九州イオン佐賀大和店
２週間に一度の勉強会を実施し、店舗スタッフ自身が
お客さまに伝えたい商品を選定。ただの価格訴求では
なく、新しい価値観として提案。
フェアトレードやリサイクルトレーなど、サステナブ
ルなポイントを黒板風ポップでアピール。

○生産工程の見直し
良品計画
無印良品の全国127店舗において、見た目を良くするための生
産工程を見直した「不揃いりんご」を販売
＜見直した生産工程＞
①赤い色をつけるための作業(反射シート、つる回し、葉採り)
②外観（傷、色ムラ）を選別する作業
③サイズを細かく分ける作業

人手不足や高齢化などの課題解決へ

○規格外・廃棄部分に新しい価値を
オイシックス・ラ・大地
見た目より中身がごちそう

形色 傷

ṕ

Ṗ
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○ 本年２月、グリーン購入法に基づく国等の環境物品等の調達に関する基本方針（令和４年２月25日
閣議決定）において、国等の庁舎における食堂について、有機農業の推進に係る配慮事項を新たに設
定。農水省では、これを踏まえた農林水産省の調達方針に即して、運営事業者の公募を実施。６月１
日にリニューアルオープンした農林水産省の職員第１食堂においては、有機農産物をふんだんに使用
したメニューを提供。

○ 各省庁の食堂でも有機農産物の使用について協力を要請。

各省庁等の食堂における有機農産物の使用について

グリーン購入法に基づく方針

＜食堂＞

（有機農業の推進に係る配慮事項）

・食堂で使用する農産物や加工品は、

可能な限り近隣において有機農業に

より生産された農産物及びそれを原

料として使用した加工品の利用の推

進に資するものであること。

国等の基本方針 使用する有機農産物

農林水産省の調達方針

＜食堂＞

・原則として、可能な限り近隣におい

て有機農業により生産された農産物

等を積極的に使用する食堂を率先し

て調達する。

農林水産省職員第１食堂の概要

○オープン時には、トマト・ダイコン等有機野菜10品目程度と福島県産有機米を使用。

○複数の仕入れ先を確保し、様々な産地のものを安定・継続的に使用する計画。

○天候等でやむを得ず仕入れられないときは、減農薬・減化学肥料栽培のものや慣行栽

培のものに代替するなど柔軟に対応。

有機農産物を使用したメニューの例

《 豚バラ大根定食 》《 10種野菜のポークカレー 》《 三浦野菜のチキンサラダ 》
￥850（税込）￥800（税込）￥700（税込）
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認定制度等について



新技術の提供等を行う事業者環境負荷低減に取り組む生産者

環境負荷低減事業活動実施計画

【支援措置】

基本方針（農林水産大臣）

基本計画（都道府県・市町村）

認定制度の全体像

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ ṧ Ṗ
特定区域内（モデル地区）

ṕ Ṗ
ṕ Ṗ

【取組類型】 ※③～⑦は告示

ṧ

ṧ

ṧ

基盤確立事業実施計画

【取組類型】

機械・資材メーカー支援サービス事業体、食品事
業者等の取組に関する計画特定環境負荷低減事業活動実施計画

有機農業の栽培管理協定

【取組類型】 ※告示

環境負荷低減

地域ぐるみṕ Ṗ
先進的な取組

特定区域内（モデル地区）

栽培管理の取決めṕ Ṗ

【効果】 承継効

左記の融資・税制措置に加えて、
Å 手続のワンストップ化
ṕ Ṗ Å 低利融資

ṕ Ṗ

Å 投資促進税制
ṕ化学肥料・化学農薬に代替する資材の供給に限定Ṗ

Å 手続のワンストップ化
ṕ Ṗ

Å 品種開発の促進

ṕ 3/4 Ṗ

【支援措置】

Å 無利子・低利融資
(農業改良資金 (10 ẓ12 ) )

Å 投資促進税制
ṕ化学肥料・化学農薬の使用低減 Ṗ

【支援措置】

特定区域内（モデル地区）
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④ 地方自治体の基本計画 作成開始

⑤ 生産者の認定 受付開始
ṕ Ṗ

有機農業栽培管理協定の認可 受付開始

④ 事業者の認定 受付開始
ṕ Ṗ

ṕ5/2 Ṗệ

９月

基本方針
公表以降

6/22 6/27

ṕ 15 Ṗ

ṕ 16Ṍ18 Ṗ

ṕ Ḳ 19Ṍ30 Ṗ
ṕ Ḳ 31Ṍ38 Ṗ

ṕ 39Ṍ44 Ṗ

Ḳ7/11 Ṍ8/ị
ṕ7 Ị Ṗ
ṕ7 22 Ṗ ṕ8 19 Ṗ

ṕ7/1 Ṗ β │ỉ

今後の運用の流れ

③ 国の基本方針 公表（9/15 ）

31



国ṕ Ṗ

都道府県・市町村
ṕ Ṗ

農林漁業者
ṕ Ṗ

事業者
( )

第１ 環境負荷低減事業活動の促進の意義・目標

第５ 基盤確立事業の実施に関する基本的事項

第６ その他重要事項

計画認定制度の枠組み

第３ 特定区域の設定に関する基本的事項

第４ 地方自治体による基本計画の作成に関する基本的事項

＜国の基本方針の柱立て＞

第２ 環境負荷低減事業活動の実施に関する基本的事項

32



第１ 環境負荷低減事業活動の促進の意義・目標

第２ 環境負荷低減事業活動の実施に関する基本的事項

第３ 特定区域の設定に関する基本的事項

第４ 地方公共団体による基本計画の作成に関する基本的事項

第５ 基盤確立事業の実施に関する基本的事項

第６ その他重要事項

2024 50

KPI2030

ṕ Ṗ10Ṿ
20%

6.3 ha
10.6Ṿ

50Ṿ

【環境負荷低減事業活動について】

Ễ Ệ

【特定環境負荷低減事業活動について】

【特定区域の設定に関する基本的考え方】

ẁ

ṕẁ Ṗ

【有機農業の栽培管理に関する協定の区域に関する基本的考え方】

【計画作成時の主な留意点・配慮事項】

ệ

【基盤確立事業について】
Ễ ệ

環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針の概要
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都道府県

※ 自然的経済的社会的諸条件からみて一体である地域を区域とする市町村

➢ ビジョンづくり
➢ 横展開

➢ モデル案件
ṕ Ṗ

単独又は複数の市町村※

連携

Ẇ 都道府県と市町村が共同して作成

Ẇ 既存計画を活用 簡易に行えるよう運用。

都道府県の主導で作成

（本体）県が作成する計画

【県内全域をカバー】

※県で策定済みの既存計画の活用可

（例）有機農業推進計画

持続農業法に基づく導入指針

温暖化対策法に基づく実行計画

県独自の農林漁業振興計画 等

（県内の全市町村と連名で公表）

＋

（別紙）

市町村

の特定区域

（モデル地区）

の計画

市町村が作成する計画

主に当該市町村

における特定区域

（モデル地区）

を定める計画

（都道府県※と連名で公表）

意欲ある市町村の発意で作成

税制特例の適用の基礎

基本 可

＜作成のイメージ＞

β ≢─ ╛ ≢─ ⅜ ≢№╡⁸ ≢ ─ ⅜ ↕╣╢↓≤⅜№╡ ╕∆⁹

※都道府県の支庁と相談

基本計画の作成イメージ
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・ 環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標ṕ ể Ṗ
ṕ Ḳ Ṗ

・ 環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容ṕ Ễ Ṗ

・ 特定区域を定める場合

①特定区域の区域 ṕ ễ Ṗ
ṕ Ṗ

②特定環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容ṕ ễ Ṗ
ṕ Ṗ

・ 活用されることが期待される基盤確立事業の内容ṕ Ệ Ṗ

・ 環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物の流通・消費の促進 ṕ ệ Ṗ

・ その他環境負荷低減事業活動の促進に関する事項ṕ Ỉ Ṗ

基本計画の記載項目（法第16 条第２項）
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Ẇ

 環境負荷低減事業活動とは…（法第２条第４項）

【定義】農林漁業者が、当該農林漁業者の行う農林漁業の持続性の確保に資するよう、
農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う次に掲げる事業活動

①土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に行う事業活動

➢ 有機農業の取組を含みます。

②温室効果ガスの排出の量の削減に資する事業活動

➢ 具体的には、燃油使用量等の低減を図るための省エネ設備の導入、メタンの排出量の低減を図るため
の家畜排せつ物の強制発酵や脂肪酸カルシウム飼料の給与、水田における中干し期間の延長等の取組
を指します。（いわゆる農林漁業の「排出削減対策」が広く該当します。）

③別途、農林水産大臣が定める事業活動

【告示】
・水耕栽培における化学肥料・化学農薬の使用低減
・環境中への窒素・リン等の流出を抑制する飼料の投与等
・バイオ炭の農地への施用
・プラスチック資材の排出又は流出の抑制
・化学肥料・化学農薬の使用低減と合わせ、地域における生物多様性の保全に資する技術等を用いて行う事業活動

（２）以下のいずれかに掲げる事業活動であること

（１）農林漁業者（又はこれらの者の組織する団体）が行う事業活動であること

（３）農林漁業の持続性の確保に資するものであること

当該事業活動が経済的な合理性を有しているものであること。具体的には、環境負荷低減事業活動に伴って増大する
生産コストの低減等に取り組み、農林漁業の所得の維持又は向上を図るものであること。

環境負荷低減事業活動とは
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ẑ

Ẇ

認定スキーム

農林漁業者 又は その組織する団体

実施計画を作成

計画認定の
申請

認定

都道府県
基本計画

認定要件

農林漁業者等向け

○課税の特例（法人税・所得税）

ṕ Ṗ

○農業改良資金融通法の特例

ṕ10 ẓ12 Ṗ

○林業・木材産業改善資金助成法の特例
○沿岸漁業改善資金助成法の特例

ṕ10 ẓ12 Ṗ

○家畜排せつ物法の特例

ṕ Ṗ

関連する措置を行う食品事業者向け

○食品等流通法の特例

( )

支援措置

環境負荷低減事業活動実施計画の認定スキーム
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 特定環境負荷低減事業活動とは…（法第15条第２項第３号）

【定義】特定区域の区域内において、集団又は相当規模で行われることにより地域における

農林漁業由来の環境負荷の低減の効果を高めるものとして農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動

Ẇ

・

一定のまとまり※
ẑ ṕ Ṗ ṕ Ṗ

➢ 二戸以上の共同又は地域の実態に照らして相当程度
の事業規模で取り組むこと

➢ 生産方法又は流通・販売方法の共通化を図ること

➢ 地方自治体と連携して、地域における環境負荷低減
事業活動の普及拡大に努めること（例：技術普及・指
導、新技術の実証、視察受入れ、地域の事業者との連携）

要件

地域ぐるみでの有機的な連携体制を確保し、
生産団地を形成

＋

以下の活動類型のいずれかに該当すること

地方自治体が設定する特定区域の区域で実施すること

①有機農業による生産活動

（例：有機農業の団地化）

②廃熱その他の地域資源の活用により
温室効果ガスの排出量の削減に資する生産活動
（例：工場の廃熱・廃CO2を活用した園芸団地の形成）

③環境負荷の低減に資する先端的な技術を活用して
行う生産活動
（例：地域ぐるみでのスマート技術のシェアリング）

【告示】

特定環境負荷低減事業活動とは
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ẑ

Ẇ 特定区域内

支援措置

○課税の特例（法人税・所得税）

ṕ Ṗ

○農業改良資金融通法の特例

○林業・木材産業改善資金助成法の特例

○沿岸漁業改善資金助成法の特例

ṕ10 ẓ12 Ṗ

○家畜排せつ物法の特例

○食品等流通法の特例

○補助金等適正化法の特例

ṕ Ṗ

○農地法の特例

○酪肉振興法の特例

認定スキーム

計画認定の
申請

認定

都道府県
基本計画

ẑ 不可欠な資材ṕ Ṗ 機械類その他の物件の提供

認定要件

農林漁業者 又は その組織する団体

実施計画を作成

関連する措置※

位置付けることも可能

市町村
認定に際して

意見聴取

先端技術の地域ぐるみでの活用 有機農業の団地化

特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定スキーム
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Ṯ ṯ

Ẇ
ṕ Ṗ

Ẇ

Ẇ
ṕṌệ Ṗ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ 締結後に 所有者等になった者に対しても、協定の効力が発生します
Ẇ 農用地区域に編入するよう要請できます
ṕ 農地整備事業や多面的機能支払交付金等の対象となります。Ṗ

市町村長＊の認可
ṕ Ṗ

緩衝地帯

Ṇ

Ṇ

Ṇ

有機農業者
Ṇ
ṕ Ṗ

Ṇ
ṕ Ṗ

Ṇ

慣行農業者

協定の締結

ṕ Ṗ

農用地所有者等※の全員の合意が必要

協定の効果

ẑ

有機農業を促進するための栽培管理に関する協定

ẁ Ễ
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基盤確立事業とは・・・（法第２条第５項）

主な認定要件

ể 基本方針に適合

Ễ 環境負荷の低減の効果の増進
付加価値の向上に相当程度寄与するもの

( Ṍ )

計画認定の
申請

認定

国ṕ Ṗ

事業者

先端的技術の研究開発

新品種の育成

資材又は機械の生産・販売

リース・レンタル

新商品の開発、生産又は
需要開拓

流通の合理化

ṕ 広域性 先進性 Ṗ

ṕ Ṗ

支援措置

○補助金等適正化法の特例
ṕ Ṗ

○農地法の特例

○種苗法の特例

○食品等流通法の特例

○中小企業者向け金融支援

ṕ Ṗ

○課税の特例（法人税・所得税）

（１）資材メーカー・食品事業者等向け

ṕ Ṗ

（２）機械メーカー向け( 対象は生産者)

ṕ Ṗ

Ẇ

ẑ

基盤確立事業実施計画の認定スキーム

41

※生産者向け投資促進税制の対象機械としての確認を受ける場合
ṕ Ṍ Ṗ
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対象者 融資 税制

農業者
農業改良資金 みどり投資促進税制

ẑ化学肥料・化学農薬の使用低減
ẑ 国が基盤確立事業で認定したもの畜産・酪農

畜産経営環境調和推進資金

林業者
林業・木材産業改善資金

漁業者
沿岸漁業改善資金

対象者 融資 税制

機械メーカー
新事業活動促進資金 ẑ

支援サービス事業体
（機械のリース・レンタル）新事業活動促進資金 ẑ

資材メーカー等
新事業活動促進資金 ẑ

みどり投資促進税制
ẑ化学肥料又は化学農薬に代替する資材の製造
ṕ Ḳ Ṗ

食品事業者
食品流通改善資金 ẑ

みどり投資促進税制
ẑ化学肥料又は化学農薬に代替する資材の製造
ṕ Ḳ Ṗ

【環境負荷低減事業活動】

【基盤確立事業】

主な支援措置一覧
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対象者 取組のイメージ（例） 措置内容

農業者

除草機、可変施肥機

農業改良資金（無利子）
償還期間の延長

（畜産・酪農）

家畜排せつ物の強制攪拌装置等を備えた施設

畜産経営環境調和推進資金

ṕ Ḳ0.50% 20 Ṗ

林業者・木材事業者

移動式チッパー

林業・木材産業改善資金（無利子）

償還期間の延長

漁業者 低燃費エンジン 沿岸漁業改善資金（無利子）

償還期間の延長

食品事業者

新商品開発・製造

流通の効率化

食品流通改善資金

ṕ Ḳ0.20~0.55% 15 Ṗ

機械・資材メーカー等

機械・資材等の製造ラインの増設

新事業活動促進資金

ṕ Ḳ特別利率②0.41Ṍ0.90% 20 Ṗ

日本政策金融公庫等の融資の特例措置

Ẇ

ẑ Ệ ị
ẑ

対象の新規追加
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みどり投資促進税制

Ẇ

特別償却（機械等32 ％、建物等 16 ％）の適用が受けられます

令和６年３月31 日までの間 認定実施計画
取得し 当該事業の用に供した場合

概 要

① 生産者向け ② 事業者向け

＜対象となる設備等の要件＞
Ẇ

Ẇ 10

Ẇ 100

＜手続イメージ＞ ＜手続イメージ＞

都道府県

生産者

①計画申請 ②計画認定

④税務申告

③設備投資

対象設備の確認スキーム

＜対象となる設備等の要件＞

主務大臣

事業者

①計画申請 ②計画認定

③設備投資

主務大臣

事業者
ṕ Ṗ

①計画
申請

②計画
認定

③ 農水省HPに公表

④税務申告

機械等と一体的に整備する
建物等も対象になります！
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（参考）特別償却活用の効果

Ṇ ẑể

みどり投資促進税制ṕ Ṗ

導入当初 ẑể

良質な堆肥を供給する
堆肥化処理施設等

224
万円

100
万円

100
万円

100
万円

100
万円

76
万円

約700万円の機械を整備した際の特別償却（32％）

初年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目

償却額＝(取得価額÷耐用年数)＋(取得価額×32％)

特別償却に係る部分

【法人税における特例のイメージẑ2】

816
万円

300
万円

300
万円

～
300
万円 84万円

約1,500万円の機械と約5,000万円の一体的な建物
を整備した際の特別償却（機械32％、建物16％）

初年度 ２年目 14年目 15年目 16年目 17年目

償却額＝(取得価額÷耐用年数)＋(取得価額×16％)

特別償却に係る部分

448
万円

200
万円

200
万円

～
200
万円

152
万円

初年度 ２年目 ４年目 ５年目６年目７年目

償却額＝(取得価額÷耐用年数)

＋(取得価額×32％)

特別償却に係る部分

＜機械＞

＜建物＞

ẑ2

=ṕ Ṩ ṕ ṖṖú
ἲ 導入当初 通常の償却額に一定額を上乗せ
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①環境負荷低減事業活動実施計画等ṕ都道府県が基本計画に基づき認定Ṗ

②基盤確立事業実施計画ṕ国が基本方針に基づき認定Ṗ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ẑ

ẑ

税制特例を受けられる機械・設備の主なイメージ
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令和６年
３月31日

○（対象となり得る）

×（対象とならない）

ケース１

ケース３
実施計画
の認定

着工 取得
（引き渡し）

実施計画
の認定

着工※
取得

（引き渡し）

ケース２
実施計画
の認定

着工 取得
（引き渡し）

Ẇ 令和６年３月31日までの間に、認定実施計画に基づき対象設備等を取得し、当該事業の用に
供する必要があります。

計画認定後に対象設備等を取得し、
当該事業の用に供する必要があります。

47

（参考）課税の特例の対象となる設備取得のタイミングについて

ẑ
Ệ ṕ

Ệ Ệ ể ệ ễ 31 Ṗ



必要な設備投資に対して、日本公庫による無利子の「農業改良資金」の
償還期間の延長の特例措置等が受けられます。

一定の機械・施設等を導入する際の
導入当初の所得税・法人税の負担が軽減されます。

【みどり投資促進税制】
Ḳ特別償却 32 ％
Ḳ特別償却 16 ％

土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減に取り組む場合

温室効果ガスの排出の量の削減に取り組む場合

家畜排せつ物の処理・利用のための施設・設備の整備に対して、
日本公庫による「畜産経営環境調和推進資金」の貸付等が受けられます。

必要な設備投資に対して、無利子の「農業改良資金」、「林業・木材産業改善資金」、
「沿岸漁業改善資金」の償還期間の延長の特例措置等が受けられます。

ṕ Ṗ

新たな法制度の創設に先立ち、土づくり、栽培暦の見直し、有機農業の団地化等、地域ぐるみでのグリーン化の取組等に、
・ みどりの食料システム戦略緊急対策交付金（R3 補正）、みどりの食料システム戦略推進交付金（R4 当初）
・ 各種補助事業等におけるグリーン化に向けた「優先枠・ポイント加算」
の活用が可能です。

農林漁業者向け支援措置

一定の設備を導入する際の
所得税・法人税の負担が軽減されます。

【カーボンニュートラル投資促進税制】
10% 50Ṿ

ẑ

ẑ

新
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国による確認を受けた機械を、農業者が導入する際、
農業者の導入当初の所得税・法人税の負担が軽減されます。

資材メーカー

増産のための設備投資に対して、
日本公庫による「新事業活動促進資金」の貸付※が受けられます。

化学肥料又は化学農薬に代替する資材を専門に製造する施設・設備を
導入する際、導入当初の所得税・法人税の負担が軽減されます。

【みどり投資促進税制】
Ḳ特別償却 32 ％
Ḳ特別償却 16 ％

特別利率②
ṕ0.41 ～0.90 ％Ṗ

: 1.06～1.55%

ẑ

食品事業者

環境に配慮した農林水産物等の流通・加工施設の取得等に対して、
日本公庫による「食品流通改善資金」の貸付※等が受けられます。

【みどり投資促進税制】
Ḳ特別償却 32 ％
Ḳ特別償却 16 ％

ẁ Ệ ị

新

新

新

増産のための設備投資に対して、
日本公庫による「新事業活動促進資金」の貸付※が受けられます。

特別利率②
ṕ0.41 ～0.90 ％Ṗ

: 1.06～1.55%

ẁ Ệ ị

新

機械メーカー

化学肥料又は化学農薬に代替する資材を専門に製造する施設・設備を
導入する際、導入当初の所得税・法人税の負担が軽減されます。

機械・資材メーカー、食品事業者等向け支援措置
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（参考）みどり戦略交付金の実施事例



大崎市有機農業・グリーン化推進協議会（宮城県大崎市）

Ḳ JA

背景・課題

世界農業遺産「大崎耕土」（平成29 年認定）の豊かな自然環境を維持

スマート農業機器の導入 若者や女性の活躍

みどり戦略実現に向けて

ễ 化学農薬の使用量低減（除草剤ゼロを目指す）

取組のポイント

アイガモロボットによる水田の雑草抑制
（除草作業の削減）

ẑ

位置図

アイガモロボット

水管理システム

ロボット草刈機

GPS 自動航行
除草剤の散布回数を削減

水管理システムによる水田の水位等の遠隔管理
（見回り時間の削減）

ロボット草刈機による畦畔等の除草
（除草作業の軽労化・コスト削減）
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背景・課題

ṕ Ṗ

在来種「五箇山かぶら」等の有機農業による付加価値化（ブランド化）

みどり戦略実現に向けて

有機農業を新たに導入・拡大

ỞỏỒỸ 域内外へのブランディング

強化 南砺版地域循環共生圏の実装がさらに推進

成果目標

ṕ ṕ ṖṖ1.0ha
(kg) 3

3

取組のポイント

②加工・流通
産直ECサイト

ẑ

位置図

★
位置図

南砺市による有機農業産地づくり（富山県南砺市）

ờ3Ḳ 6.3ha         ẓ  ờ9Ḳ7.4ha
ờ3Ḳ126,086kg   ẓ  ờ9Ḳ129,869kg
ờ3Ḳ 24 ẓ  ờ9Ḳ27

③消費
商談会の開催

地域住民への啓発
学校給食 ṕ Ṗ 交流イベント 食育

①生産
在来種「五箇山かぶら」

先進栽培者の現地視察 定期的な技術指導 有機農業
ボランティア活動 新規就農者を確保
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丹波篠山ワクワク農都づくり協議会（兵庫県丹波篠山市）

Ḳ ṕ Ṗ

背景・課題

約300 年以上にわたる黒大豆栽培 ễ Ễ 日本農業遺産に認定 農村

の担い手が減少 、大規模・小規模などの「多様」で「柔軟」な農家の参入と定着が必要

水稲と黒大豆の有機輪作モデルの確立未利用資源の活用 新規有機就農者の育成

観光業や消費者との連携 有機農業と慣行農業の共存

みどり戦略実現に向けて

2050 年度までに化学農薬使用量の50 ％低減 化学肥料使用量の30 ％低減

成果目標

(R3ẓRị)Ḳ13 .3ha ẓ24 .8ha ṕ+ 86 .5%Ṗ
(R3ẓRị)Ḳ20 ẓ 28 ṕ JASḲỊ ẓ13 Ṗ

取組のポイント

ẑ

①調達

下水汚泥の乾燥肥料の

製造や放置竹林から伐採した竹チップの堆肥化

、食品系廃棄物や家庭生ゴミ

等の堆肥化

③加工・流通

有機農産物の食事を提供する飲食店・宿泊

施設の拡大 ổỌ

「有機農産物コーナー」の設置

を進め、流通コストも削減

②生産

高効率機械の

実証 栽培マニュアルを作成スマート農業

技術ṕ Ṗ 有機栽

培技術の補完・効率化

④消費

ṕ Ṗ 有機野菜

販売会を丹波篠山店以外にも拡大する

有機の農業者や商品の紹介 学校給食の取

組などの情報発信 HP SNS
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真庭広域廃棄物リサイクル事業協同組合（岡山県真庭市）
Ḳ ṕ JA

Ṗ

背景・課題

26 ṕ Ṗ 生ごみやし尿を利用したメタン発酵によるバイオガス利用とメタン発酵消化液肥を
利用した水稲栽培等のモデル実証 消化液の利用が一定の時期に集中
肥料成分濃度が低くṕ 0.3Ṿ Ṗ 散布量が膨大で作業効率の改善が必要

みどり戦略実現に向けて

バイオマス（生ごみ・し尿・浄化槽汚泥等）を資源化する新プラント 令和６年度の稼働

処理量は増加し消化液は年間約８千ｔと大幅（現行の７～８倍）に増加する見込み
ṕ Ṗ 濃縮液肥のサ

ンプルを用いてレタスの栽培実証や肥効分析 普及活動
地域内における濃縮液肥の全量利用 化学肥料の使用量低減と地域循環型農業を目指す

成果目標

Ḳ 16 ha ẓ100 ha ( Ỉ )
100Ṿ Ḳ 800 t

100Ṿ ( Ỉ )

取組のポイント

ẑ

①調達 地域バイオマスをメタン発酵バイオガス及び消化液を利用
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②生産：濃縮液肥として利便性を向上
ṕ Ṗ



南種子町有機農業推進協議会（鹿児島県南種子町）

Ḳ JA

背景・課題

肥料や農薬等の資材 島外からの移入に依存

みどり戦略実現に向けて

有機農業の

団地づくり

農業体験

加工体験 学校給食利用 新

規有機農家の増加 エシカル消費を推進。

成果目標

ṕ Ṗ Ễha ṕ Ỉ Ṗ

取組のポイント

ẑ

★ 位置図

①生産

土壌診断結果に基づいた施肥

遊休農地を復旧

リモコン草刈機の実証試験

ể 除草作業の省力化

②加工・流通

有機農産物加工イベントを開催

ớờ

地元産有機農産物の活用促進

③消費

学校給食での有機食材活用イベント

環境教育及び食育

┌
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機密性○情報 （保存期間 ： １年未満 １ ３ ５ 10 30
年）

○○限り

▀ Ḃ ϙςϤχ ЄІГЭ Ͻи˔Ф

ʿ03-3502-8111ˢ 3292ˣ

Ѝϱбиϱрʿ03-3502-8056

ͥ͝ʿhttps://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html
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